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ドライバーの方へ

自転車を保護しましょう。

自転車は車両の一種であり，原則として車道を通行することとされています。

自転車は不安定であり，運転者の身体を保護する機能がないという構造上の特

性を持っているので，車道を通行する自転車の安全に十分配慮しましょう。

夜間は視界が悪くなるため，歩行者や自転車などの発見が遅れます。昼間よ

り速度を落として慎重に運転しましょう。また，対向車や先行車がない場合は

上向きライトを活用しましょう。


